
 

 

             菊池郡市医師会  

通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション 運営規程 

 

第１条 （ 事業の目的及び運営の方針 ） 

１． この規程は、菊池郡市医師会（一般社団法人）が実施する指定通所リハビリテーション及び指

定介護予防通所リハビリテーションの事業（以下「事業」という）の適正な運営を確保するため

に人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は、要支援状態にある者（以下「要介護

者等」という。）に対し、適正な指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテ

ーションを提供することを目的とする。 

 

２． 事業所の従事者は、要支援者、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと

により、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精

神的負担の軽減を図るものとする。 

 

３． 事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は、福祉サービスを

提供する者との密接な連携を図り、行政機関とも連携し、総合的なサービスの提供に努めるもの

とする。 

 

第２条 （ 事業所の名称等 ） 

   事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

 １．名 称    菊池郡市医師会 デイケアセンタ－ 

 ２．所在地    熊本県菊池市大琳寺７５番地１ 

              ＴＥＬ ０９６８－２５－３５３４ 

              ＦＡＸ ０９６８－２５－３５１４ 

 

第３条 （ 職員の職種、員数、及び職務内容 ） 

   事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

 １．専従する従事者 

   ① 管理者               １人 

・通所リハビリサービスの適切な運営を図り、満足の行く介護サービスの提供を行う。 

・職員の指導、管理を行います。 

 

② 医師                                １人以上 

 ・利用者のリハビリに関する内容について理学療法士等に指示を出す。 

 ・通所リハビリ計画書を他職種共同で作成するにあたり医師の観点からアドバイスを行う。 

 

③ 理学療法士等            １人以上（１人は管理者と兼務） 

 ・利用者の機能訓練を行います。 

 

   ④ 看護職員              １人以上 

 ・通所リハビリ計画に沿った看護、介護サ－ビスを提供します。 

 ・利用者の健康チェックを行います。 



 

 

 ・利用者の急変時の対応を致します。 

⑤ 介護職員              ５人以上 

 ・通所リハビリ実施計画に沿った介護サ－ビスを提供します。 

 

第４条（ 利用定員、営業日および営業時間等 ） 

  利用定員は、 

  ・１単位目 介護給付及び介護予防給付あわせて５４人以内とする。 

  事業所の営業日および営業時間は、次の通りとする。 

 ① 営業日：月曜日から金曜日 （祝日も営業します。） 

          （但し、１２月３１日～翌年の１月３日の間を除く） 

    ② 休 日：日曜日、及び１２月３１日～翌年の１月３日 

  ③ 営業時間：８時３０分～１７時３０分 

  ④ サービス提供時間：９時３０分～１５時４０分 

  ⑤ 延長時間：８：００～９：３０、１５：４０～１７：００の時間帯の対応可 

 

  ・２単位目 介護給付及び介護予防給付あわせて２０人以内とする。 

  事業所の営業日および営業時間は、次の通りとする。 

 ① 営業日：土曜日 （祝日も営業します。） 

          （但し、１２月３１日～翌年の１月３日の間を除く） 

    ② 休 日：日曜日、及び１２月３１日～翌年の１月３日 

  ③ 営業時間：８時３０分～１７時３０分 

  ④ サービス提供時間：９時００分～１1 時３０分 

 

  ・３単位目 介護給付及び介護予防給付あわせて１２人以内とする。 

  事業所の営業日および営業時間は、次の通りとする。 

 ① 営業日：土曜日 （祝日も営業します。） 

          （但し、１２月３１日～翌年の１月３日の間を除く） 

    ② 休 日：日曜日、及び１２月３１日～翌年の１月３日 

  ③ 営業時間：８時３０分～１７時３０分 

  ④ サービス提供時間：１４時００分～１５時４０分 

 

第５条（ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションについて） 

  ・通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの内容は次の通りとする。 

① 大規模（Ⅱ）の指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを  

行う。 

② 居宅と施設間の送迎を行う。 

③ 施設での入浴の介助を行う。 

④ 施設での食事の提供を行う。（全額実費） 

 

・指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションは、要介護者等に対す

る心身の機能回復のため、従事者が共同して作成した通所リハビリテーション計画に基づき、機

能訓練とレクリエーションを行う。 

 

第 6 条（ 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの利用料、及び



 

 

その他の費用の額等 ） 

・通所リハビリテーションの利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通

所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に、各利用

者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。 

・法定代理受領サービス以外は介護報酬告示上の額の支払いを受ける。 

 ・法廷代理サービスに該当しない利用料の支払いを受けたときは保険給付請求の為のサービス提

供証明書を交付する。 

① 食事代（食材料費・調理費）は一食につき５３０円とする。 

② オムツ代については、実費とする。 

（オムツ代１枚あたり１６０円、尿取りパット代１枚あたり５０円） 

③ その他、日常生活で係る費用の徴収が必要になった場合、及び創作活動等で個人的に必要な

材料費等の徴収が必要になった場合は、その都度利用者又は、その家族に対して事前に文書

で説明をした上で、同意を得た場合に限り実費徴収する。 

④ 通常の事業の実施地域を超えてサービスを提供する場合は、１回の送迎につき交通費 

  １００円を実費徴収する。 

 

第 7 条（ 通常の事業の実施地域 ） 

菊池市全域とする。 

 

第 8 条（ サービス利用にあたっての留意事項 ） 

１．サービスの利用にあたっては、利用申込者又はその家族に対し、重要事項を記した文書を交付し

て説明を行い、利用申込者の同意を得た後、契約を締結します。 

２．注意事項 

① 利用中の飲酒を禁止します。 

② 利用者同士の物のやり取りを禁止します。 

③ リハビリは職員の指導の下に行い、職員不在時に機器に触れないようにしましょう。 

④ 体調不良時は速やかに報告して頂きますようお願いします。 

３．サ－ビス利用中、利用者に病状の急変が生じた場合デイケア看護職員によるバイタルチェックな

ど必要な処置（救急対応含む）を行い、その他必要な場合は菊池郡市医師会立病院に診療を依頼し、

利用者及び家族が指定する者に対し緊急に連絡します。又、居宅介護支援事業者、及び利用者の主

治医と管理者に対しても速やかに連絡します。 

   

第 9 条（ 要望、及び苦情等の申し出 ） 

    利用者、及び家族は提供される通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションに

対しての要望、及び苦情等を担当の従業者に申し出ることができます。又、備え付けの用紙にて文

書で管理者へ、所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函することにより申し出ることもできます。 

   （その他の苦情相談受付機関） 

     ・熊本県国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口 

        〒862-0911 熊本市健軍１丁目１８番７号 

          TEL：096-214-1101  FAX：096-214-1105 

 

第 10 条（ 事故発生時の対応 ） 

１．事故が発生した場合は速やかに関係行政機関、居宅介護支援事業者、及び利用者の家族等に連絡



 

 

を行い必要な措置を講じると共に原因の解明に取り組みます。 

２．事故再発防止のために事故対策委員会等を設置、開催し事故防止に努めます。 

 

第 11 条（ 賠償責任 ） 

１．通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの提供に伴って当事業所の責に帰

すべき事由によって利用者が損害を負った場合、当事業所は利用者に対して損害を賠償するものと

します。 

  但し、天災地異等の不可抗力による場合は除きます。 

２．利用者の責に帰すべき事由によって当事業所が被害を負った場合、利用者、及び家族は連帯して

当事業所に対してその損害を賠償するものとします。 

 

第 12 条（ 非常災害対策 ） 

    消防法施行規則第 3 条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、

消防法 8 条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。 

① 菊池郡市医師会デイケアセンター消防計画に準じ非常災害等における対策に万全を期しま

す。 

② 始業時・終業時には火災危険防止のため自主的に点検を行う。 

③ 非常災害用設備の整備点検は契約保守業者に依頼する。点検の際は防火管理者が立ち会う。 

④ 非常災害設備は常に有効に使用できるよう勤める。 

⑤ 火災の発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限に食い止める為、自衛消防隊を

編成し、任務にあたる。 

⑥ 防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。 

・ 防火教育及び基本訓練（ 消火、通報、避難 ）・・・・・・  年 1 回以上 

・ 利用者を含めた総合訓練・・・・・・・・・・・・・・・・ 年 1 回以上 

・ 非常災害設備の使用方法の徹底・・・・・・・・・・・・・ 随 時 

⑦ その他必要な災害防止対策についても、必要に応じて対処する体制をとる。 

  ⑧ 「事業継続計画」に則り速やかに対策を講じます。 

 

第 13 条（ その他の運営に関する留意事項 ） 

 １．従業者の質的向上を図る為の研修の機会を設け、業務体制を整備する。 

 ２．従事者は業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を保持する。 

３．従業者であったものに、業務上知り得た利用者又は家族等の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。 

４．サービス担当者会議における利用者又は家族の情報の使用について、予め文書によりその了承

を得る。 

５．この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は菊池郡市医師会と本事業所の管理者が協

議して定めるものとする。 

 

第 14 条（ 感染等の対応 ） 

  以下の感染症について規定の期間、当通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーシ 

ョンの利用を控えて頂く。 

１．感染性胃腸炎（嘔吐・下痢）に感染された方は、症状が消失して後１週間。 

 ２．インフルエンザについては熱が下がり症状が無くなって後３日間。 



 

 

 ３．ＭＲＳＡ（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）や緑濃菌保菌状態にある方はご相談下さい。 

 

第 1５条（ サービス提供について ） 

正当な理由無くサービス提供は拒まない。 

 

第 1６条（ 記録について ） 

台帳の記録の整備、従業者・設備・備品・会計に関する記録を整備する。 

提供した通所リハビリテーション等に関する記録を整備して、完了の日から５年間は保存する。 

 

第 1７条（ 利用期間中の安全管理及びセキュリティーについて ） 

安全管理及び防犯対策を目的として、監視カメラを設置しています。 

 

第 1８条（ ハラスメント防止対策 ） 

 

 当法人のハラスメント規約に則り、速やかに対応を行います。 

 ハラスメントに関する担当者を置き、年 1 回以上の研修を行い職員への周知を図ります。 

 

第 1９条（ 感染症発生対策 ） 

 

 「事業継続計画」に則り速やかに対策を講じます。 

 感染症発生の予防及びまん延防止のための指針を整備し、定期的に対策を検討する委員会を開し、 

職員への訓練を実施します。 

 

第２0 条（ 虐待防止対策 ） 

 

 虐待の発生又は再発を防止するための指針を整備し、対策を検討する委員会を定期的に開催すると 

ともに、職員へ周知を行い年 1 回以上の研修会を開催します。 

 また虐待防止に関する担当者を置きます。 

 

第２1 条（ 従業者の資質向上と認知症介護に係る基礎的な研修の確保について ） 

 

 従業者の資質向上のための、研修の機会を確保し、全ての従業者に対し、認知症介護に係る基礎的 

な研修を受講させるために必要な措置を講じます。 

 

第２２条（ 入浴介助について ） 

 

 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行います。 

 

 

 

 

       付則： この規程は、令和７年１月１日から施行する。 


